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通所リハビリテーション重要事項説明書 

介護予防通所リハビリテーション重要事項説明書 

＜令和７年８月１日現在＞ 

 

１当事業所のサービスの特徴等 

（１）事業の目的 

  （介護予防）通所リハビリテーションは、要支援または要介護状態と認定された利用者で

あって、心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むための支援を必要とする

者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、その利用者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その

他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るこ

とを目的とする。 

（２）運営の方針 

①当事業所では、（介護予防）通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法、

その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者

が１日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。 

②当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れのある等緊急やむを得な

い場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 

③当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、地

域包括支援センターをはじめとする介護予防支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供 

者及び関係市町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービスを受ける 

ことができるよう、できる限り努める。 

④当事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過

ごすことができるようサービス提供に努める。 

⑤当事業所では、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、担

当職員に対し、研修を実施するなど必要な措置を講じる。 

 

２南東北春日リハビリテーション・ケアセンター 

（介護予防）通所リハビリテーションの概要 

 

事業所の名称 南東北春日リハビリテーション・ケアセンター通所 

所在地 福島県須賀川市南上町１２３番地の１ 

介護保険指定番号 福島県０７５０７８００１７号 

通常の送迎を実施する地域 
須賀川市（一部除く）､当事業所から隣接している鏡石町、玉

川村等で事業所が送迎可能と判断した地域。 

 

① 定員       午前４０名/午後４０名 計８０名 

② 設置主体     医療法人社団 三成会 

③ 通所デイルーム  １２５.０６㎡  

④ 職員の職種、員数、及び職務内容      

一  管理者（医師） １名（常勤で専任の医師） 

    管理者は、施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を－元的に行い、職員 

    に必要な指揮命令を行う。また、専ら施設の職務に従事する常勤の者とするが、施設の管

理上の支障ない場合は、他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 
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    二  医  師    １名以上  （非常勤で兼務の医師）  

        医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

三  理学療法士、作業療法士  ２名以上 （常勤及び非常勤で専従及び兼務の職員を含む） 

        理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共同して（介護予防）リハビリテーショ

ン実施計画書を作成するとともにリハビリテーションを行う。 

 四  看護職員  １名以上（常勤で専従及び兼務の職員を含む） 

    看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、 

利用者の（介護予防）通所リハビリテーション計画に基づく看護・介護を行う。 

    五  介護職員  ３名以上（常勤専従の職員） 

        介護職員は、利用者の（介護予防）通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。 

  六 事務職員 １名以上（常勤及び非常勤で専従及び兼務の職員を含む） 

    介護保険報酬の請求及び施設管理、その他必要な事務を行う。 

 

３営業日 

月・火・水・木・金・土曜日とする。 

但し、祝祭日及び年末年始（１２月３１日から１月３日）を除く。 

 

４営業時間 

      午前８時３０分から午後５時まで 

 

５サービス提供時間 

     Ⅰ 月・火・水・木・金・土曜日   午前９時３０分から午後１２時３５分までとする。 

   Ⅱ 月・水・金曜日        午後１時００分から午後４時０５分までとする。 

   Ⅲ 火・木・土曜日        午後１時３０分から午後３時３５分までとする。 

 

 

６サービス内容 

① （介護予防）通所リハビリテーション計画の作成   

② 送迎   

送迎車によって、利用者の自宅から事業所までの送迎を行います。 

③  医学的管理・看護 

     当事業所の医師・看護職員が対応致します。 

④   介護  

  当事業所の介護・看護職員が対応致します。 

⑤ リハビリテーション 

          理学療法士・作業療法士等が利用者の心身の機能状態に合わせて機能訓練や作業療

法、日常生活動作訓練等を実施します。 

⑥ 相談援助サービス 

     事業所での利用や自宅での生活状況のことなど、ご相談をお受けします。 

⑦ その他 

これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくもの

もありますので、具体的にご相談ください。 

 

７利用料金 

 

以下、金額は１割負担額であり、２～３割なら負担割合に応じた金額となります。 

 

 （１）基本料金（保険給付の自己負担額） 

①利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によっ 
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て利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担分です｡） 

   

       ・要介護１    ３８３円（２～３時間）  ４８６円（３～４時間）   

・要介護２    ４３９円（２～３時間）  ５６５円（３～４時間） 

      ・要介護３    ４９８円（２～３時間）  ６４３円（３～４時間）  

・要介護４     ５５５円（２～３時間）  ７４３円（３～４時間） 

      ・要介護５     ６１２円（２～３時間）  ８４２円（３～４時間）   

・要支援１     ２,２６８円   ・要支援２       ４,２２８円 

 

＊サービス提供体制強化加算(1) 

 介護職員のうち介護福祉士を７０％以上配置している場合、または勤続１０年以 

上の介護福祉士が２５％以上の配置している場合１日につき２２円加算されます。 

要支援は、（要支援１）８８円、（要支援２）１７６円加算されます。 

＊介護職員等処遇改善加算（令和６年６月１日以降） 

 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多く

の事業所に活用されるよう推進する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等

特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、各加算・各区分

の要件及び加算率を組みわせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化され

ました。 

当事業所の場合（Ⅰ）として、所定単数に８.６％加算されます。 

＊業務継続計画未実施減算 （令和７年３月３１日まで経過措置あり） 

 感染症や非常災害の発生時において、必要な介護サービスを継続的に提供できる 

体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染

症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬（所

定単位数の１００分の１に相当する単位数）を減算します。 

＊高齢者虐待防止措置未実施減算 

 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はそ

の再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の

開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、

基本報酬（所定単位数の１００分１に相当する単位数）を減算します。 

    ＊指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定介 

護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定介護予防通所リハ 

ビリテーション事業所に通う者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを 

行った場合は、１月につき次の単位数を所定単位数から減算します。但し、傷病 

その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送 

迎を行った場合は、この限りではありません。 

                  （要支援１）３７６単位、（要支援２）７５２単位 

    ＊利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する

月から起算して１２月を超えて指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合は、

１月につき次に揚げる単位数を所定単位数から減算します。 

                   （要支援１）１２０単位、（要支援２）２４０単位 

    

    ＊リハビリテーション提供体制加算（要介護） 

    リハビリテーション専門職の配置が、人員に関する基準よりも手厚い体制を構築 

    し、リハビリテーションマネジメントに基づいた長時間のサービスを提供した場

合に加算されます。 

     ・３時間以上４時間未満            １回につき    １２円 

     ・４時間以上５時間未満            １回につき    １６円 

     ・５時間以上６時間未満            １回につき    ２０円 
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     ・６時間以上７時間未満            １回につき    ２４円 

     ・７時間以上                 １回につき    ２８円 

＊リハビリテーションマネジメント加算（要介護） 

自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取り組みを促す観点から、利用者ごと

に定期的なリハビリテーション会議を行い、リハビリテーション計画書を作成し、計

画の進捗状況を定期的に評価、見直しを行った場合に加算されます。 

    この内容に加え、利用者の状況等に関する情報を会議の構成員である医師（テレビ電

話等による出席を認める）、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、居宅介護支援専

門員、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス等の担当者、その他関係

者と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録し、通所リハビリテーション

計画の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者又は家族に説

明し、利用者の同意を得た内容を医師へ報告した場合にリハビリテーションマネジメ

ント加算（イ）として下記の金額が加算されます。 

 ・開始から６月以内               １月につき    ５６０円 

    ・開始から６月超                １月につき    ２４０円 

    リハビリテーションマネジメント加算（イ）の要件を満たし、進捗状況を定期的に評

価し、リハビリテーション計画を厚生労働省へ提出し、フィードバックをしている場

合は、リハビリテーションマネジメント加算（ロ）として下記の金額が加算されます。 

    ・開始から６月以内               １月につき    ５９３円 

    ・開始から６月超                １月につき    ２７３円 

 

    次の要件に適合する場合において、リハビリテーションマネジメント加算（ハ）とし

て下記の金額が加算されます。 

    リハビリテーションマネジメント加算（ロ）の要件を満たしていること。 

    事業所の従業者として、又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置している

こと。 

    利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメント及び口腔アセスメントを行ってい

ること。 

    利用者ごとに、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員がその他の職種の者と共同して

口腔の健康状態を評価し、当該利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握

を行っていること。 

    利用者ごとに、関係職種が、通所リハビリテーション計画の内容の情報等や、利用者

の口腔の健康状態に関する情報及び利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有す

ること。 

    共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直し、当該見

直しの内容を関係職種に対して情報提供していること。 

・開始から６月以内               １月につき    ７９３円 

    ・開始から６月超                １月につき    ４７３円 

    リハビリテーション事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同

意を得た場合、１月につき２７０円が加算されます。 

＊短期集中個別リハビリテーション実施加算（要介護） 

 退院（所）後間もない者に対する身体機能の回復を目的とした短期集中リハビリ 

テーション実施加算と身体機能の回復を目的とした個別リハビリテーション実加 

算を統合し、退院（所）日又は認定日から起算して３月以内に、１日あたり１１０ 

円加算されます。 

  ＊認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）（要介護） 

リハビリによって認知症の改善が見込まれる場合、３月以内の期間に集中的なリハ 

ビリを行った場合、１週に２日を限度として１日につき２４０円加算されます。 

  ＊認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）（要介護） 
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１月に４回以上リハビリテーションを実施し、リハビリテーションの実施頻度、実施場

所及び実施時間等が記載された通所リハビリテーション計画を作成し、生活機能の向上

に資するリハビリテーションを実施した場合、退院（所）日の翌日の属する月又は開始

月から起算して３月以内に、月あたり１,９２０円加算されます。 

  ＊生活行為向上リハビリテーション実施加算（要介護） 

 事業所が生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビ 

リテーション実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利 

用者に対してリハビリテーションを計画的に行い、通所リハビリテーションの利 

用者の有する能力の向上を支援した場合、次のとおり加算されます。 

    ・開始月から起算して６月以内の期間に行われた場合    月あたり１,２５０円 

＊生活行為向上リハビリテーション実施加算（要支援） 

  生活行為の内容の充実を図る為の専門的な知識もしくは経験を有する作業療法士、 

理学療法士又は言語聴覚士が利用者の目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻

度、実施場所及び実施時間等が記載されたリハビリテーション実施計画をあらかじめ

定めて、リハビリテーションを提供し、提供を終了した日前１月以内にリハビリテー

ション会議を開催し、リハビリテーションの達成状況を報告した場合に加算されます。

                                     開始から６月以内 、１月につき５６２円 

   ＊若年性認知症利用者に対して通所リハビリテーションを行った場合には、若年性 

認知症利用者受入加算として、要介護の場合１日につき６０円、要支援の場合 

１月につき２４０円加算されます。 

    

   ＊口腔・栄養スクリーング加算（Ⅰ） 

  介護サービス事業所の従業員が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健

康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門

員に提供している場合に加算されます。                    

                            ２０円（６月に１回） 

   ＊口腔・栄養スクリーング加算（Ⅱ） 

  利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態

と栄養状態のいずれかの確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に

提供していて（栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定し

ていて、上記の口腔、栄養スクリーング加算（1）が算定出来ない）場合に加算され

ます。                         ５円（６月に１回） 

   ＊口腔機能向上加算（Ⅰ） 

 利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に口腔清掃の指導若しくは実施又は、

摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施した場合に加算されます。    

                  １５０円（原則３月以内、月２回を限度） 

   ＊口腔機能向上加算（Ⅱ）イ 

 上記（Ⅰ）の取組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出

し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用し、リハビリテーション・口腔・栄養の情報

を一体的に共有している場合は、加算されます。                

                    １５５円（原則３月以内、月２回を限度） 

   ＊口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ 

 上記（Ⅰ）の取組みに加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出

し、口腔機能向上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切か

つ有効な実施のために必要な情報を活用している場合は、加算されます。     

                    １６０円（原則３月以内、月２回を限度） 

＊事業所が送迎を行わない場合（片道につき）（要介護） 

送迎を実施していない場合は、片道につき４７円減算の対象となります。 
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＊介護予防通所リハビリテーション実施にあたり、送迎を行った場合の料金は、基本料金

に含まれます。 

＊移行支援加算（要介護）  

通所リハビリテーションの利用によりＡＤＬ・ＩＡＤＬが  向上し、社会参加を維

持できる他のサービス等に移行できるなど、社会参加に資する取組を実施する者の割

合が１００分の３を超え、リハビリの利用回転率が１２月/平均利用延べ人数≧27％

（社会参加への移行状況評価）基準を満たし、対象期間中に指定通所リハビリテーシ

ョンの提供を終了した者に対して、その居宅を訪問することにより、指定通所介護、

指定認知症通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組の実施状況が居宅訪問等

をした日から起算して、３月以上継続する見込みであることを確認し、記録をしてい

る場合に加算されます。                   １日につき１２円 

＊中重度者ケア体制加算（要介護） 

 中重度要介護者を積極的に受け入れ、在宅生活の継続に資するサービスを提供するため、

看護・介護職員を指定基準よりも常勤換算方法で１以上加配している場合に加算されま

す。                             １日あたり２０円 

   ＊重度療養管理加算（要介護） 

   所要時間１時間以上２時間未満の利用者以外の方で、要介護３から５であって、厚 

生労働大臣が定める状態である方に対し、医学的管理のもと、通所リハビリテーシ 

ョンを行った場合に加算されます。            １日につき１００円 

＊利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受ける日に、以下の要件を全て 

満たす場合、一体的サービス提供加算として算定します。（要支援） 

・栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。 

・利用者が介護予防通所リハビリテーションの提供を受けた日において、当該利用者に

対し、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う

日を１月につき２回以上設けていること。 

・栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定しないこと。    １月につき４８０円 

   ＊退院時共同指導加算 

    病院または診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定（介護予防）通所リハビリ 

テーション事業所の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前 

カンファンスに参加し、退院時共同指導（病院又は診療所の主治の医師、理学療法士、 

作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互 

に共有した上で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必要 

な指導を共同して行い、その内容を在宅での（介護予防）通所リハビリテーション計 

画に反映させることをいう。）を行った後に、当該者に対する初回の指定（介護予防） 

通所リハビリテーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り６００円を加算 

します。 

＊科学的介護推進体制加算 

 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他、心身の状況等に

係る基本的な情報（疾病の状況や服薬情報等の情報）を厚生労働省に提出している場

また必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、上記の情

報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合

に加算されます。                     １月につき４０円 

 

但し、利用者負担の割合は、介護報酬告知上の額の利用者負担割合証に記載された負 

担割合に応じた額となります。 

     延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少 

している場合、３か月間、基本報酬の３％加算されます。（要介護） 
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（２）支払方法 

・毎月中旬までに、前月分の請求書を発送しますので、原則その月の末日までに民間金融機関 

もしくは郵便局の指定した口座へ振込して下さい。その際の振込手数料は、利用者様負担と 

させていただきます。また、振込の控えが領収書となります。大切に保管して下さい。 

・現金による支払いの場合、請求の合計額をその月の末日までに施設事務室窓口でお支 

払い下さい。その際領収書を発行致します。但し、日祝日は除きます。 

 ・口座引落の場合、引落日は２７日になりますので、それまでにご入金下さい。（金融 

機関が休業日の場合は、翌営業日になります。）ご入金が確認されましたら、翌月に

  領収書を発送致します。 

 尚、利用料の口座引落開始までにお申込頂いてから２ヵ月ほどお時間を頂戴しております。

その間は請求書と振込用紙をご郵送致しますので、お近くの民間金融機関か郵便局にてお振

込頂きますようお願い致します。 

 

（３）その他 

・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払わ 

れない場合があります。その場合は－旦１日あたりの利用料金（１０割分）を頂き、 

サービス提供証明書を発行いたします。サービス提供証明書を後日各市町村の窓口に提出 

しますと、差額の払戻しを受けることができます。 

 

８サービスの利用方法 

（１）内容及び手続きの説明及び同意 

（介護予防）通所リハビリテーションの提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族  

に対し、リハ ビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいよ

う説明を行います。また、運営規程の概要、（介護予防）通所リハビリテーション計画、その

他サービスの選択に必要な重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、同意を得ます。 

（２）（介護予防）通所リハビリテーション計画の作成 

  ・医師及び理学療法士、作業療法士その他専従する職員は、利用者の心身の状況及び希望並び

にその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するため

の具体的なサービスの内容等を記載した（介護予防）通所リハビリテーション計画を作成し

ます。 

・医師等の職員は、リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る（介 

護予防）通所リハビリテーション計画を作成するに当たっては、当該医療機関が作成したリ 

ハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握 

するものとします。 

  ・職員は、それぞれの利用者に応じた（介護予防）通所リハビリテーション計画を作成し、利

用者又は家族に対し、その内容等について説明し、同意を得た上で、交付します。 

  ・（介護予防）通所リハビリテーション計画の策定にあたっては、居宅サービス計画書または介

護予防サービス計画書の内容に沿って作成します。 

  ・利用者が居宅サービス計画または介護予防サービス計画書の変更を希望する場合は、当該利

用者に係る居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行

います。   

 

（３）サービス利用契約の終了 

①利用者のご都合でサービス利用を終了する場合、サービス終了を希望する一週間前までに事

業所までご連絡ください。 

②事業者の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございま

す。その場合は、終了 1ヵ月前までに文書で通知いたします。 
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③悪質な迷惑行為等（カスタマーハラスメント）を受けた場合 

事業者は、利用者やその家族から、職員等がカスタマーハラスメントを受け、事業者の再三

の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなくサービス利用契約の目的を達することが著し

く困難となったときは、この契約を解除・終了することができます。 

【カスタマーハラスメントの対象となる行為】 

事業者の職員等に対する次のような言動や行為を、カスタマーハラスメントと定義します。

なお以下はあくまで一例であり、記載されたものに限りません。 

ⅰ） 身体的暴力…身体的な力を使って危害を及ぼす行為。 

例）ものを投げつける、たたく、引っ掻く、蹴る、唾を吐く等 

ⅱ） 精神的暴力…個人の尊厳や人格を態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。 

例）侮辱的な発言や脅迫的言動。 

威圧的な態度で長時間にわたり苦情や叱責を言い続ける。 

理不尽なサービス、提供不可能なサービスを要求する（過大な要求）。 

職員の説明や提案を受け付けず、自分の主張を一方的に押し付ける。 

細かい誤りやミスに拘泥し、執拗に職員をなじる。 

その他上記と類似する行為。 

ⅲ）セクシャルハラスメント…意に沿わない性的誘いかけ、好意的な態度の要求等、性的な

いやがらせ行為。 

例）必要もなく手や腕をさわる、抱きしめる、卑猥な言動を繰り返す、プライベートを詮索

する等 

ⅳ） その他の行為 

・ＳＮＳやインターネット上での誹謗中傷 

・合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し、長時間の拘束 

・職員に対するその他各種のハラスメント 

④自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了し、予約は無効となります。 

・利用者が介護保健施設、介護福祉施設に入所した場合 

・利用者がお亡くなりになった場合 

・介護保険給付でサービスを受けている利用者の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定さ

れた場合 

・利用者が最後の利用から３ヵ月利用がない場合 

※この場合に限り、契約条件を変更して再度契約することができます。 

 

（４）その他 

・利用者が、サービス利用料金の支払を３ケ月以上遅延し料金を支払うよう催告したにもかか

わらず１０日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰

り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、３ヶ月以上にわたってサービス

が利用できない状態であることが明らかになった場合、または利用者やご家族などが当事業

所や当事業所の職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通

知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がございます。 

・事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やその 

ご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、やむを得ない事情により当事業

所を閉鎖または縮小する場合は、利用者が文書で解約を通知することによって即座にサービ

スを終了することができます。 

 

（５）事業所利用に当たっての留意事項 

・  事業所利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所の提供する食事を摂取いただく  

こととなっています。 

・ 飲酒及び酒類、食べ物の持ち込みは原則として禁止します。 
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・ 喫煙は、敷地内全館禁煙となっています。 

・ 火気の取扱いは、原則として利用中は禁止します。 

・ 設備・備品の利用は、職員の指示に従うものとします。 

・ 所持品・備品等の持ち込みは、必要な物に限ります。 

・  金銭・貴重品の管理は、原則として利用者が行うこととします。万が一、紛失などした 

場合は、当施設では一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

・  施設内へのご仏壇等の持ち込みを禁止します。 

・  ペットの持ち込みは、原則禁止します。但し、管理者の許可が得た場合は除く。 

・  他の利用者および職員の迷惑となるような、宗教活動、特定の政治活動、営利行為を  

行うことは禁止します。 

  ・  送迎時間は、道路状況、その他の要因により変更になる場合があるが、その際には、予

め該当利用者に連絡を入れることとします。 

・ 利用者の体調確認は、職員が実施することとします。 

・ 体調不良等によるサービスの中止変更は、利用日の当日８時３０までに連絡をいただく

こととします。 

 

９衛生管理等 

①利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛

生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。 

②感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定

め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。 

・当事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等活用して行うことができる。）をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、

担当職員に周知徹底を図ります。 

・当事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

・当事業所において、担当職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施します。 

③管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月１回以上、検便を行います。 

④定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。 

 

１０業務継続計画の策定等 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する措定（介護予防）通所リハビリテーションサービ

スの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計

画）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

②担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。 

 

１１緊急時の対応方法 

①事業所の職員は、指定（介護予防）通所リハビリテーションサービスの実施中に、利用者の

病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行い、利

用者の家族に連絡するとともに、必要に応じ主治医、居宅介護支援事業者または介護予防支

援事業者に連絡し、適切な処置を行います。 

②事業所の職員は、前項について、しかるべき処置をした場合は、管理者に報告いたします。 

 

１２事故発生時の対応 

  ①利用者に対する指定（介護予防）通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合

は、速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者、市町村等に連

絡をするとともに、必要な措置を講じます。 

②利用者に対する指定（介護予防）通所リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が 
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発生した場合、損害賠償を行います。但し、事業所の責にすべからざる事由による場合は、   

この限りではありません。 

 

１３非常災害対策 

・防災設備  非常口、避難階段、スプリンクラー、消火器、消火栓、防火戸、非常通報装

置、等 

・防災訓練  年２回 

 

１４サービス内容に関する相談・苦情 

①事業所には支援相談等の専門員として下記の者が勤務しておりますので、サービス内容に関し

てお気軽にご相談下さい。    

担当職種   理学療法士 

    責任者   兼田 航 

<電話 ０２４８－６３－７３２７  ＦＡＸ ０２４８－６３－７２５５> 

<対応時間：原則的に平日の８：３０～１７：００> 

  また、要望や苦情などは、施設スタッフにお寄せいただければ対応いたします。そのほか、 

施設内に備え付けられた「ご意見箱」をご利用ください。 

②その他当事業所以外に、下記の機関でも相談・苦情等を受け付けています。 

 ＜１＞各市町村の介護保険担当窓口  

（須賀川市の場合）須賀川市健康福祉部長寿福祉課  

 住所：須賀川市八幡町１３５  電話：０２４８（８８）８１１６ 代 

（鏡石町の場合）鏡石町役場 福祉子供課 福祉グループ 

 住所：岩瀬郡鏡石町中央  電話：０２４８（６２）２２１０ 

（矢吹町の場合）矢吹町役場保健福祉課 

 住所：西白河郡矢吹町一本木１０１  電話：０２４８（４４）２３００ 

（玉川村の場合）玉川村役場健康福祉課 

住所：石川郡玉川村大字小高字中畷９  電話：０２４７（５７）４６２３ 

＜２＞福島県国民健康保険団体連合会  介護サービス苦情相談窓口 

住所：福島市中町３－７            電話：０２４（５２８）００４０ 

＜３＞社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 内 福島県運営適正化委員会 

    住所：福島市渡利字七社宮１１１     電話：０２４（５２３）２９４３ 

 

１５虐待の防止の為の措置 

事業所は、虐待防止の適正化を図るため、次の措置を実施します。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催するとともに、その結果について、全職員に周知徹底を図ります。 

  ②虐待防止のための指針を整備します。 

  ③全職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

  ④虐待等が発生した場合に対し、責任者を選任し相談・報告体制を整えます。 

  ⑤必要に応じ、生年後見制度利用などの支援を行います。 

  ⑥①～⑤に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。 

 

１６身体拘束等の適正化推進のための措置 

①事業所は、（介護予防）通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利 

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者 

の行動を制限する行為（以下（身体拘束等）という。）を行いません。 

②前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録します。 

尚、当事業所は第三者による評価を実施しておりません。 



１１ 

◆重要事項説明日     令和       年       月       日 

 

◆重要事項説明者     （所属）                      （職種）                   

 

 （氏名）                           

   

◆説明を受けた方の署名  

                                                                       

   利用申込者                                 代 筆 者                            

 

（代筆理由：                                   ） 

 

   身元引受人                                 関    係            


